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新型コロナウイルス感染症患者の県内発生に伴う

障害者施設・事業所における感染予防対策の徹底について（依頼）

日頃から、本県の障害福祉施策の推進に御理解・御協力を賜り感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に係る予防対策については、各施設・事業所において取り組

んでいただいているところですが、３月７日に県内において感染患者が発生したこと、他

県の高齢者デイサービス事業所において集団感染に伴う休業要請が行われたことを受け、

下記事項に御留意の上、改めて適切に御対応いただきますようお願いいたします。

記

１．施設・事業所の職員・利用者に感染者・濃厚接触者が疑われる場合の対応について

地域を所管する保健所（保健福祉事務所）に連絡・相談をお願いします。

２．県からの通知、ホームページの閲覧のお願い

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービスの取扱い等については、厚生労

働省から通知が発出され、県ではメールにて各法人・事業所あてに送信しています。

適宜、確認及び職員への周知をお願いするとともに、最新の情報については、厚生

労働省のホームページを御確認ください。

・県ホームページ：新型コロナウイルス感染症に関する通知等について（障害者

施設等関係）

https://www.pref.gunma.jp/02/d42g_00168.html

・厚生労働省ホームページ：障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイ

ルス感染症への対応等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html

３．感染が発生した場合の休業について

今後、通所系・短期入所系サービスの職員・利用者に新型コロナウイルス感染症が

発生した場合には、県が当該事業所に対する休業の要請を検討します。

地域内での感染拡大のおそれが大きいと判断したときは、当該地域内における同種

の事業所についても休業を要請させていただく場合がありますので、予め御承知おき

ください。



なお、このような事態が発生した場合に備え、各事業所におかれましては、利用者

へのケアの継続方法や代替サービスの確保等について、居宅介護事業所や利用者の御

家族、市町村等と検討いただくようお願いします。

（注）自主的に休業される場合は、指定権者に御連絡をお願いします。

【参考】

・令和2年2月18日付け厚生労働省事務連絡

社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応に

ついて

・令和2年2月21日付け厚生労働省事務連絡

「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応

について（令和２年２月18日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて

４．その他

全ての施設・事業所において、別添リーフレット「新型コロナウイルスの集団感染

を防ぐために」等を活用いただき、職員の感染予防対策を徹底してください。

※ 本通知に関するお問い合わせは、各事務担当あて御連絡ください。

【事務担当】

◇ 相談支援、自立生活援助

支援調整係 ℡ ０２７－２２６-２６３６

◇ 訪問系サービス、グループホーム

地域生活支援係 ℡ ０２７－２２６－２６３８

◇ 障害者支援施設、日中活動系サービス、短期入所

施設利用支援係 ℡ ０２７－２２６－２６３２

◇ 障害児通所サービス・入所施設

発達支援係 ℡ ０２７－２２６－２６４８

◆ＦＡＸ ０２７－２２４－４７７６



＜感染経路の特徴＞

◆これまでに国内で感染が明らかになった方のうちの８割の方は、他の人に
感染させていません。
◆一方、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーの
ゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは、一人の感染者が複数に感染
させた事例が報告されています。

このように、集団感染の共通点は、特に、

「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定

多数の人が接触するおそれが高い場所」です。

感染拡大を防ぐために

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例がみられます。
この段階では、濃厚接触者を中心に感染経路を追跡調査することにより感染
拡大を防ぎます。

今重要なのは、今後の国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、

小規模な患者の集団（クラスター）が次の集団を生み出すことの防止です。

※「小規模患者クラスター」とは

感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。

国民の皆さまへのお願い

◇ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まる
ことを避けてください。

◇ イベントを開催する方々は、風通しの悪い空間や、人が至近距離で会話する
環境は、感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、その開催

の必要性について検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間
をなるべく作らないなど、イベントの実施方法を工夫してください。

これらの知見は、今後の疫学情報や研究により変わる可能性がありますが、現時点で最善と
考えられる注意事項をまとめたものです。

厚生労働省では、クラスターが発生した自治体と連携して、クラスター発生の早期探知、専門
家チームの派遣、データの収集分析と対応策の検討などを行っていくため、国内の感染症の専
門家で構成される「クラスター対策班」を設置し、各地の支援に取り組んでいます。
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